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はじめに 

 

このたび三鷹市は『三鷹市交通総合協働計画 2022』を改定しました。この計画は、市民

の皆様の暮らしの中で、移動手段として大きな機能を果たしている路線バス、コミュニテ

ィバス、タクシー、ハンディキャブ等の公共交通等をとりまく課題に対応するもので、「三

鷹市交通安全計画」も含むものです。 

本計画の改定にあたっては、平成 22 年 7 月に発足した「三鷹市地域公共交通活性化協議

会」において、市民代表、学識経験者、交通管理者、道路管理者、事業者、行政等、公共

交通に係わる幅広い関係者の皆様により検討を行いました。 

具体的には、本計画期間の前期（平成 23 年度～平成 26 年度）が終了したことを踏まえ

て、交通管理者や事業者等の関係機関を対象にアンケート調査を行って計画の進捗状況や

新たに示された課題等を把握し、その結果も踏まえて検討しました。 

本協議会では、平成 27 年８月に『三鷹市交通総合協働計画 2022』の第１次改定に向け

た「基本的な考え方」をお示しし、11 月には「素案」を、平成 28 年２月には「案」を作

成し、協議を進めてまいりました。改定の内容としては、本計画の理念・基本方針につい

ては継承し、「三鷹中央防災公園・元気創造プラザ」へのコミュニティバスを中心としたア

クセスの確保、「杏林大学井の頭キャンパス」開設への対応、東京外かく環状道路周辺都市

計画道路等整備など、都市再生の動向を踏まえた「みたかバスネットの見直し」などを含

むこととしました。また、三鷹市議会まちづくり環境委員会にて経過を報告したうえで、

平成 28 年１月から２月にかけてパブリックコメントを実施し、広く市民の皆様からのご意

見を募りました。 

本計画では、「交福（交通による福祉の実現）」を理念として掲げ、市民、事業者、そし

て行政の協働の取り組みにより、誰もが安全で安心して快適に移動できる交通体系の実現

を目指していきます。 

その実現にあたっては、最適なコミュニティバスの運行を目指す「みたかバスネット」

の推進、交通体系の多様性への対応、そして市民の皆様、事業者の皆様、行政の役割分担

と連携・協働による取り組みが不可欠です。 

本計画の推進にあたりましては、市民の皆様の満足度を高めつつ、誰もが安全で安心し

て快適に移動できる公共交通環境の整備を目指して、更なる「参加と協働のまちづくり」

を推進できますように、今後とも、市民の皆様、事業者の皆様、関係者の皆様の積極的な

ご参画をお願いいたします。 

 

平成 28（2016）年３月 

 

三鷹市長 
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序論 

 

１ 計画の位置づけ 
三鷹市における公共交通等をとりまく課題認識のもと、市民の暮らしの中で大きな機能を果た

している都市交通全般について、満足度と質が高く、誰もが安全で安心して快適に移動できる公

共交通環境の整備を目標として、将来にわたる三鷹市ならではの「総合的な交通計画」を「三鷹

市交通総合協働計画 2022」として策定します。 

また、三鷹市では、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、交通安全対策基本法

に基づき、昭和 46 年以降、5 年ごと 8 回にわたり「三鷹市交通安全計画」を作成し、国・東京都

及び関係行政機関と力を合わせ、各種の施策を実施してきましたが、今後、「三鷹市交通安全計画」

は、「三鷹市交通総合協働計画 2022」の中で交通安全対策として位置付けます。具体的には｢5.

交通安全対策の取り組み」の中で取り上げていきます。 

 

２ 計画策定の背景 
●鉄道・路線バス・コミュニティバスの公共交通ネットワークの必要性 

市北部を中央線、南部を京王本線、東部を京王井の頭線が通り、東西方向を中心とする鉄道を

補完する形で、南北方向を中心に路線バス、さらに路線バスの補完としてコミュニティバスが運

行しています。具体的には、小田急バス 31 系統、京王バス 6 系統、関東バス 2 系統、コミュニ

ティバス 7 路線が運行しており、三鷹通り、吉祥寺通りの南北方向を中心に高頻度に運行してい

ます。 

一方、市民の利用施設として三鷹駅、公共施設、病院、買い物施設は三鷹駅周辺や三鷹市役所

周辺等に多く立地しており、市内の各施設から鉄道駅や公共施設へのアクセス手段として、公共

交通ネットワークの充実が必要とされています。 

●様々な交通モードの連携、関係者の協働による移動のしやすさの確保の必要性 

市内交通として、鉄道、バス、コミュニティバス、タクシー、ハンディキャブなどの交通モー

ドに加え、自転車・徒歩など様々な交通手段の役割分担や組み合せ利用が必要となります。また、

バス事業者、タクシー事業者など交通事業者、利用者としての地域住民や行政など、様々な主体

の協働による交通体系の維持や活性化が必要とされています。 

序論 
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３ 計画の目標年・期間 

目標年 ：第 4次三鷹市基本計画と連携させ、2022年（平成 34年）を目標とします。 

計画期間：平成 23年度～平成 34年度 （平成 23年 4月～平成 35年 3月） 

 

 

 

４ 計画の区域 
三鷹市の市域を計画の区域とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 計画に関連する法律等について 

   「三鷹市交通総合協働計画 2022」に関連する法令として、地域公共交通の活性化及び再生に関 

する法律の改正が平成 26年 11月 20日に施行され、都道府県または市区町村が地域公共交通網形

成計画を策定できるようになりました。今後、地域公共交通網形成計画の策定について地域公共

交通活性化協議会において検討を進めていきます。 

図 三鷹市の位置 

三鷹市 

杉並区 

練馬区 

狛江市 
世田谷区 

西東京市 

東久留米市 
東村山市 

小金井市 

小平市 

府中市 

国分寺市 

調布市 

稲城市 

武蔵野市 
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三鷹市の公共交通をとりまく概況と課題 

 

１－１．三鷹市の公共交通をとりまく概況 

（１）人口と地勢 

三鷹市は、区部と隣接した東京都のほぼ中央に位置し、新宿副都

心と立川・八王子の業務核都市との中間にあたり、またＪＲ中央線

の三鷹駅は、東京駅と高尾駅のほぼ真中に位置しています。16.42ｋ

㎡の市域で、市の人口は、昭和 50年代半ばにほぼ安定し、その後は

一貫して 16万人台で推移し、平成 9年頃から増加傾向が見られるよ

うになり、現在、18万２千人を超え、老年人口(65歳以上)の割合が

21.1％と高く、今後しばらくの間、微増傾向が続くものと予測され

ます。人口密度は、下連雀地域が特に高いが、市内の各地区に居住

は分布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地区別人口密度(平成 26年１月) 

表 三鷹市の概況 

１．三鷹市の公共交通をとりまく概況と課題 

都道府県名  東京

市町村名  三鷹市

面積  16.42km2

人口
（H27.1.1時点）

 182,092人

15歳未満  22,478人

65歳以上  38,372人

高齢化率 21.1%

世帯数  90,283世帯

35,195 28,985 23,676 20,366 19,678 20,386 21,716 22,478

114,820 118,755 121,550

119,817 119,344 121,023 121,747 121,242

8,339 13,669 16,588 20,352 24,787 28,918 33,523 38,372
158,354 161,409 161,814 160,535 163,809

170,327
176,986

182,092

5.3%

8.5%
10.3%

12.7%

15.1%
17.0%

18.9%

21.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

S50 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上） 高齢化率(%）

図 人口及び高齢化率の変化【住民基本台帳】 
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（２）コミュニティバスの運行、「みたかバスネット」の確立に向けた取り組み 

これまでに、市内のバス交通不便地域を解消するために、平成 10 年度にコミュニティバス北野ル

ートを開設したのを始めとして、共同運行も含め現在７ルートで運行しています。平成 18 年 10 月

に策定したコミュニティバス事業基本方針に基づいて、路線バスとコミュニティバスの社会的役割分

担を明確にするとともに、市全体のバス交通利用者の利便性向上を目指して、運行ルートの見直しと

新規開設、乗換拠点の拡充など、地域特性に合わせた運行を進め、バス交通連携システム「みたかバ

スネット」の確立に向けて取り組んでいます。 

 

 

 

図 施設立地および公共交通整備状況 

西部ルート 北野ルート 

三鷹台ルート 

明星学園ルート 

ジブリルート 

共同運行ルート 

新川・中原ルート 
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（３）ハンディキャブ等、福祉交通の状況 

 市内には障がい者・高齢者等の福祉交通サービスとして、特定非営利活動法人みたかハンディキャブに

よる福祉有償運送があります。利用会員及び家族賛助会員は348人（平成27年９月30日現在）で、歩行困難

な障がい者及び高齢者で一人では公共交通機関の利用が難しい方が対象となり、車椅子のまま乗車するこ

とができます。年間の運行回数は7,867回（１日あたり21.6回）、１回あたりの走行距離は9.7㎞です。その

他の福祉交通としては、三鷹市が実施する障がい者等への交通施策として、「福祉バス（ふれあい号）」、タ

クシー事業者が運行する「リフト付タクシー」があり、対象となる団体、市民は利用が可能です。 

図 コミュニティバスの利用者数の推移 

表 コミュニティバスの運行状況 

ルート名 運行系統 運行開始日 運行回数 運行時間 運行距離 所要時間 運行間隔 バス停数 運賃 使用車両台数

1 北野ルート
三鷹駅（南口）～北野
（三鷹市役所経由）

平成10年11月3日
１０回
（往復）

始　（発）　7:30
終　（発）18:00

往：６．９９Ｋｍ

復：７．６３Ｋｍ 片道３０分 ７０分 ３１箇所

大人：２１０円

１台

2 三鷹台ルート
　　三鷹駅（南口）～三鷹台駅

　（三鷹市役所経由）
平成12年5月29日

１０回
（往復）

始　（発）　7:35
終　（発）20:50

往：８．１２Ｋｍ

復：７．８０Ｋｍ 片道４０分 ８０～９５分 ３０箇所 小児：１１０円 １台

3 西部ルート
杏林大学病院（正門）～調布飛行場

（三鷹市役所経由）

平成１３年３月３０日
（平成１４年１１月３日

ルート変更）

１４回
（往復）

始　（発）　7:05
終　（発）20:05

往：５．５６Ｋｍ

復：６．２２Ｋｍ 片道２５分 ６０分 ２７箇所

定期乗車券

１台

4 明星学園ルート
三鷹駅（南口）～明星学園前
　（三鷹の森ジブリ美術館経由）

平成13年10月1日
２５回
（往復）

始　（発）　7:35
終　（発）19:40

往：１．９Ｋｍ

復：１．９Ｋｍ 片道１１分 ３０分 １０箇所

Suica

Pasmo

シルバーバスの

利用可

１台

5
三鷹の森ジブリ
美術館循環ルート

三鷹駅（南口）～三鷹駅（南口）
　（三鷹の森ジブリ美術館経由）

平成13年10月1日
７0回
（循環）

始　（発）　7:20
終　（発）20:00

３．２８Ｋｍ
（循環）

１８分 １０～２０分 １２箇所 ２台

6
三鷹ー境循環
共同運行ルート

三鷹駅北口～武蔵境駅北口
（上連省一丁目経由）

平成19年3月31日
２９回
（循環）

始　（発）　7:00
終　（発）21:00

４．７Ｋｍ
（循環）

２６分 ３０分 ２３箇所 一律１００円
（未就学児無料）

１台

大人：２１０円
小児：１１０円

Suica・Pasmo

シルバーバスの

利用可

杏林大学病院（正門）～つつじが丘
駅北口

（新川団地中央経由）
新川・中原ルート7 ２台14箇所３０分片道２３分

往：３．75Km

復：３．75Km

始　（発）　7:15
終　（発）19:45

26回
（往復）

平成24年3月26日

471,665 480,617
468,085

510,917
491,764

541,203

580,827 582,850

540,455
526,786

118,146
127,197 139,606 147,754

158,858
175,361 179,558

144,696 152,922 156,870

81,149 83,539 83,643
98,217 108,972

126,578
132,100

91,164 91,179 91,112

72,369 75,392 73,931
86,921 93,664

111,156 110,149

76,559 79,892 79,121

36,633 35,583 35,336 41,581 44,467 50,615

52,931

42,185
46,685 48,774

1,712

169,952

203,250
215,155

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

美術館循環ルート 明星学園ルート 三鷹台ルート 北野ルート 西部ルート 新川・中原ルート

ルート名 輸送人員
日当

輸送人員
便当り

輸送人員
シルバーパス

利用状況

北野ルート 79,121 216.8 10.8 28.83%

三鷹台ルート 91,112 249.6 12.5 23.68%

西部ルート 48,774 133.6 4.8 32.36%

明星学園ルート 156,870 429.8 8.8 26.73%

美術館循環

ルート
526,786 1,443.2 22.6 6.55%

新川・中原ルート 215,115 589.5 11.3 39.25%

合計（みたか

シティバス）
1,249,264 3,422.6 13.1 -

三鷹一境循環

共同運行ルート
131,446 360.1 12.4 -

表　コミュニティバスの利用者数（平成26年度）

87,638

77,843
76,548

77,892
73,489

60,523
53,733

65,776

82,518

76,253

8,026

7,427

6,580
7,211

6,537

5,907

4,978

6,091

8,481
7,867

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

0

20000

40000

60000

80000

100000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

走行距離 運行回数 (回)(km)

三鷹ハンディキャブ 

図 特定非営利活動法人みたかハンディキャブの運行状況 
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１－２．三鷹市における公共交通等をとりまく課題 

（１）課題のまとめ 

平成 22 年度に実施した三鷹市の公共交通等に関するアンケート調査、ヒアリング調査の結果と、計

画期間の前期（平成 23 年度～平成 26 年度）が終了したことにより、平成 27 年度にバス事業者等の関

係機関に状況調査を行った結果をもとに、三鷹市における公共交通等をとりまく課題について、今後

予定される都市再生事業なども踏まえ、項目ごとに以下に整理します。（詳細については巻末資料を参

照） 

 

 

 

○路線バス、コミバス（共通） 

課題１ 乗り継ぎ制度の見直し及び拡充 

●西部ルート１路線で乗り継ぎ制度を実施。乗り継ぎ利用者は 7％と少ない。 

○現在の乗換カードに代わる利便性の高い乗り継ぎ制度の設計が必要 

○三鷹中央防災公園・元気創造プラザを拠点としたバスネットワークの構築の検討 
 

課題２ バス停における快適な待合環境の整備 

●バス停の接近表示（バスロケ）を必要との回答が 47％と高い。 

●バス停に屋根やベンチを設置して欲しい。バス接近表示を設置して欲しい。時刻表の文字を大きく表

示して欲しい。（自由意見） 

○バス停上屋は、周辺地域の景観にも影響を与えるので、設置には景観への配慮も必要である。 
 

課題３ 利用しやすい車両、運行の実現 

●ベビーカーで利用しやすい車両として欲しい。（子育て主婦） 

●車いすでも素早く簡単に乗降できるバスがあると良い。（障がい者） 

●行き先を色別で表示するなどの工夫があると良い。（障がい者） 

○車内での携帯電話の使用等利用者マナーの醸成を図る。 

○「三鷹市バリアフリーのまちづくり基本構想 2022」における新たな重点整備地区指定に向けた取り組み

に応じた交通環境の整備。 

○鉄道を含む交通機関の接続の向上のため関係事業者との連携を図る。 

課題４ 運行の遅れ（定時性の課題） 

●評価の低い項目は「定時性」であり、遅れるとの回答が 46％である。 

○慢性的な渋滞等が発生する箇所への対応。 
 

課題５ 接客マナーの向上 

●乗客に対する接客マナー向上を求める声が多い。特に、障がい者利用時の接遇向上などの意見も多

い。（障がい者、高齢者） 

 

 

 

 

○路線バス、コミュニティバス（共通） 

●：平成 22 年度実施アンケート調査・ヒアリング調査の際に整理された課題 

○：平成 27 年度状況調査において整理された課題 
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○ 

課題１ 低い利用実態 

●コミュニティバスを利用する市民は約 15％である。 

 
 

課題２ 地域によっては低い認知度 

●市の運行に対する認知度は 79％と高いが、知らない市民も 12％存在。運行していない地域の認知度が低

い。 
 

課題３ 少ない運行本数 

●評価の低い項目は「運行本数」であり、本数が少ないとの回答が 57％である。運行間隔を改善して欲

しいとの回答が 65％であり、具体的には 10分、20分、30分間隔を望む声が多い。 
 

課題４ 適切な財政負担による運行の必要性 

●コミュニティバスは税金で運行しているため、適切な負担で運行するべきである。（高齢者、子育て主

婦） 

 

○自転車 

課題１ 安全に通行できる自転車利用環境のニーズ 

●歩行者、自転車双方の安全のため、歩道を広くしたり、自転車専用レーンを設置して欲しい。（自由意

見） 

●駐輪場を増やして欲しい。（自由意見） 

●放置自転車対策（自由意見） 

●コミュニティサイクルがあると良い。（自由意見） 

●利用する交通手段は、通勤・通学においては、市内移動では自転車、市外との移動については公共

交通の役割が大きい。（国勢調査データ） 

●鉄道端末としてバス交通、自転車交通が等しく重要な交通手段となっている。（大都市交通センサス） 

○東京都が進める 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた自転車推奨ルートの取り組

み及び自転車走行空間の整備。 

○鉄道駅に集中する駐輪場需要の対応。既存の駐輪場にてサイクルシェア事業に向けた取り組み。 

○駐輪場の適正な配置や利用料金の見直しが必要である。 
 

課題２ 自転車利用マナー向上の必要性 

●自転車利用者はマナーを守って欲しい。（自由意見） 

 

○歩行 

課題１ 歩きやすい歩行環境のニーズ 

●約82％が歩きにくさを感じており、理由は歩道の幅が約73％、歩道の段差や凹凸が約35％を占める。 

●歩行者、自転車双方の安全のため、歩道を広くして欲しい。（自由意見） 

○歩道状空地等の連続性の確保 

 

 

 

 

○コミュニティバス 

○自転車 

○歩行環境 
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○タクシー 

課題１ 低い利用実態 

●タクシーを利用する市民は約 33％。 

○車いすがトランクに入らない。 

○ユニバーサル・デザイン車両は車両価格が高い。 

 

課題２ 気軽に利用しやすいタクシーのニーズ 

●運賃を安くして欲しいとの意見のほか、近距離でも嫌がらないで欲しいとの意見が約 22％と多い。 

 

 

 

○ハンディキャブ 

課題１ 低い認知度 

●知っている方は約 38％、利用者は 1.7％と低い。 

○特定非営利法人としての組織体制を強化する必要がある。 
 

課題２ 気軽に利用しやすいハンディキャブのニーズ 

●ハンディキャブに毎日乗れると良い。（障がい者） 

 

○乗合タクシー※の導入   

※病院や福祉施設などルートを決めて走るタクシーの運行 

課題１ 導入・利用の意向 

●乗合タクシーを必要だと思う回答は約 48％と多いが、分からない（約 33％）も多い。ワンボックス車両に

比べ、乗合タクシーの意向は高い。 

 
 

○ワンボックス車両※の導入   

※細かい路地（生活道路）を運行できる 10人乗り程度の車両による運行 

課題１ 導入・利用の意向 

●ワンボックス車両を必要だと思う回答は約 29％と多いが、必要だと思わない（約 23％）、分からない（約

28％）も多い。 

●地区別には、北野、中原、井の頭、大沢で意向が高い。 

 

 

 

 

 

 

○タクシー 

○ハンディキャブ 

○乗合タクシー※の導入 

○ワンボックス車両※の導入 



9 

 

1. 基本方針 

 

 

三鷹市における公共交通等をとりまく課題に対応し、将来にわたる三鷹市ならではの「総合

的な交通計画」を三鷹市交通総合協働計画 2022（三鷹市地域公共交通総合連携計画）として策

定し、平成 20 年度より協議した内容を受け、計画の考え方や基本理念、基本方針を以下のよ

うに設定します。 

 

（１）理念 

三鷹市交通総合協働計画 2022 では、市民の移動の機会を増やし、市民と市民とが交わって

福となすとの趣旨、メッセージとして、市民、事業者、行政の連携・協働による「交福（交通

福祉）」という理念を独自に掲げます。 

＜全体理念＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本方針 

三鷹市交通総合協働計画 2022では、以下のように三つの基本方針を設定します。 

●方針１ みたかバスネットの推進 

移動しやすい・地域活性化につながる公共交通体系（みたかバスネット）の構築 

三鷹市の公共交通体系の特性は、市境界部においてＪＲ中央線(市の北部)、京王本線(市の

南部)、京王井の頭線(市の東部)が通っており、東西方向を中心とする鉄道を補完する形で、

南北方向を中心に路線バス、さらに路線バスの補完としてコミュニティバスが運行していま

す。三鷹市において公共交通を捉えるうえでは、市内各地域と鉄道駅を繋ぐ「バス交通」が

特に重要です。 

一方、市民の利用施設として公共施設、病院、買い物施設は三鷹駅周辺や三鷹市役所周辺

等に多く立地しており、市内の各地域からこれらの公共施設や、さらには市の境界部に位置

する鉄道駅へのアクセス手段として、公共交通ネットワークの充実が必要とされています。 

このため、方針１を掲げ、移動しやすい・地域活性化につながる公共交通体系（みたかバ

スネット）の構築を目指します。 

 

交福 ～交通による福祉の実現 （交通 ⇒ 交福 ⇒ 幸福）～ 

市民、事業者、行政の連携・協働により、誰もが安全で安心して快適に移動できる 

交通体系の実現を目指します 

２．基本方針 
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●方針２ 交通体系の多様性への対応 

安全・安心の確保や、環境配慮、ビジネス性など交通の多様性を踏まえた交通体系の実現 

市内交通として、鉄道、バス、コミュニティバス、タクシー、ハンディキャブなどの各種

交通手段に加え、自転車・徒歩などの移動手段があり、交通体系を考えるうえで、各手段の

特性、役割、さらには組合せ利用を想定した検討により、市内の交通体系の維持や活性化が

必要とされています。また、移動手段としての交通体系のみならず、交通安全の確保や、安

心できるまちづくりの実現、地球環境配慮型社会の実現、地域活性化としての地域ビジネス

の確保など、交通体系が有する多様性への対応が必要です。 

このため、方針２を掲げ、安全・安心の確保や、環境配慮、ビジネス性など交通の多様性

を踏まえた交通体系の実現を目指します。 

 

●方針３ 役割分担と連携・協働 

市民、事業者、行政の役割分担・連携・協働による総合的な交通の取り組みの実施 

三鷹市の特性にあった公共交通の導入・改善の検討、さらには持続的な交通体系の維持の

ためには、公共交通の計画、運行、利用に関わるすべての関係者（市民、事業者、行政）に

よる役割分担の明確化や、関係者間の連携・協働による取り組みが必要不可欠です。 

また、利用者の視点に立てば、交通事業者間や行政エリア間の垣根は取り除かれるべきで

あり、複数の異なる交通事業者間、また、近隣の市町村を含めた行政間による連携・協働も

重要となります。 

このため、方針３を掲げ、市民、事業者、行政の役割分担・連携・協働による総合的な交

通の取り組みの実施を目指します。 

 

 

 

 

 

 

図 役割分担と連携・協働のイメージ 

 

（３）計画のキーワード 

本計画の策定にあたっては、平成 21 年に設置した地域公共交通会議及び同会議の専門部会にお

いて、骨格を取りまとめ、平成 22 年には地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく法

定会議として地域公共交通活性化協議会を設置し、検討を進めてきました。この中で、三鷹市の交

福（交通による福祉の実現）のために必要となる幾つかのキーワードが取り上げられ、その内容を

以下に整理します。 

交通事業者
の役割 

地域住民の
役割 

行政の 
役割 

連携・協働 
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○安全・安心 

地域交通には、歩行、自転車、自動車などの個々の移動手段、鉄道、バス、タクシー、ハンデ

ィキャブなどの公共性の高い交通手段など、様々な交通モードによって構成されます。例えば、

自転車は公共交通を補完し、自動車利用を抑制する重要な交通手段として位置づけられますが、

道路空間における歩行者と自転車の錯綜や自転車マナー等が最近特に問題となっています。この

ような状況の中、歩行者、自転車、バス利用者など様々な交通利用者のバランスのとれた安全の

確保、安心できる交通環境の確保が必要となります。 

 

○低公害 

公共交通や自転車を主体とした交通体系の確立により、地球環境にやさしい社会の実現を目指

すことが必要です。なお、地球環境への取り組みとして低公害な電気バスの導入・普及を図るこ

とは、将来的には病院施設といった目的施設へのバス車両の接近性の向上（車両の低公害化によ

り建物の近隣さらには建物内までのバスによるアクセスが可能となります）など、移動抵抗の軽

減などの可能性も期待できます。 

 

○普遍性 

ユニバーサルデザインとして、すべての人に利用しやすい地域公共交通体系の実現を関係者に

よって目指していくことが必要です。 

（普遍性とは：「全てのものに通ずる性質、全ての場合にあてはまる可能性、一般性(広辞苑，1995)」） 

 

○独創性 

三鷹市では、交通事業者間や行政間の垣根を越えた、協働・連携によるコミュニティバス、サ

イクルシェアの取り組みを進めています。このような三鷹市ならではの取り組みについて、「三鷹

モデル」として内外に発信することで、公共交通に対する関係者の意識の高まり、さらには公共

交通の理念の達成を目指します。また、これまでの公共交通の枠組みにとらわれない地域交通（新

しいタクシーサービスなど）の導入など、独創性のある交通体系の取り組みが必要です。 

 

○柔軟性 

車いす利用者が利用したいところで公共交通を利用できるなどの対応や、移動ニーズに合わせ

た交通サービスの提供など、利用者目線の柔軟な地域交通サービスの提供が必要です。また、多

様化する社会ニーズに合わせた車両開発、タクシー予約環境、料金設定などの柔軟性が、これか

らの地域交通には求められます。 

 

○地域のビジネス性 

交通サービスの提供回数の少なさによる移動制約者の移動回数の少なさが指摘されますが、タ

クシー事業者の対応などにより福祉交通や地域交通のビジネス化が実現されれば、移動制約者へ

の交通サービスの提供回数が増え、市民の移動回数の向上が図られます。また、地域の福祉交通

や地域交通がビジネス性として成り立つことで、持続可能な交通体系となることや、地域の活性

化が期待できます。 



12 

 

2. 目標 

  

（１）目標 

 基本方針を実現させるため、具体的な目標を以下のように定めます。 

 

 

 

移動しやすい・地域活性化につながる公共交通体系（みたかバスネット）の構築 
 

→ 目標１ 路線バスとコミュニティバスの役割分担を明確にし、地域特性に合わせたコミュニテ

ィバスの運行を目指します。 

→ 目標２ 既存ルートの見直し・再編や乗換拠点の整備を進め、利便性の向上を図ります。 

→ 目標３ 誰もが利用しやすい公共交通の実現により、地域の活性化を推進します。 

 

 

 

安全・安心の確保や、環境配慮、ビジネス性など交通の多様性を踏まえた交通体系の実

現 
 

→ 目標４ 鉄道、バス、タクシー、自転車、歩行者など多様な地域交通が安全で安心して快適に

移動できる交通環境の実現を目指します。 

→ 目標５ 低公害化などの環境配慮、乗合タクシーなど独創かつ柔軟な交通の確保、交通のビジ

ネス性など、交通の多様性を踏まえた交通体系を目指します。 

 

 

 

市民、事業者、行政の役割分担・連携・協働による総合的な交通の取り組みの実施 
 

→ 目標６ 地域の公共交通が抱える課題に対し、市民、事業者、行政の 3者が役割分担を明確化

しつつ、互いに連携・協働して取り組みます。 

→ 目標７ 関係機関や利用者が協議や意見交換を行う場として、地域公共交通活性化協議会を中

心に進めていきます。 

方針１ みたかバスネットの推進 

方針２ 交通体系の多様性への対応 

 

方針３ 役割分担と連携・協働 

 

３．目標 
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（２）三鷹市の公共交通の目標達成のイメージ 

基幹交通としての路線バスと、補完交通としてのコミュニティバス、また道路の狭い箇所を

運行する小型車両による小循環等がそれぞれの役割分担を明確にし、既存の路線バスと一体的

かつ総合的な交通利便性を向上させながら目標達成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道駅 

鉄道駅 鉄道駅 

鉄道駅 

小型車両 （小循環） 

路線バス 

路線バス 

サイクル 

&バスライド 

乗換え 

ターミナル 

コミバス 

電車 

電車 

路線バスとコミバ

スの乗り継ぎによ

るネットワークを

拡充 

自転車 

徒歩 
乗換え 
ターミナル 

公共施設 

自転車 

(サイクルシェア) 
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目標を達成するために行う事業及び実施主体 

 

 

基本方針ごとに定めた目標を達成するために行う事業及び実施主体を以下のように定めます。前

項に定めた方針との関係性も分かるように整理します。 

 
 
 

（１）路線バス、コミュニティバスに関する事業（共通） 

目標 
（P.12 参

照） 
事業 事業主体 

実施年度 

前期 中期 後期 

目標２

目標３ 

① 利用しやすい乗り継ぎ制度の設計、 

周知方法の検討 

・市民が利用しやすい乗り継ぎ制度を設計し、

効果的な周知方法を検討します。 

市、 

バス事業者 
■ ■  

目標２ 

目標３ 

② 乗り継ぎ拠点の検討、整備 

・乗り継ぎ制度の設計と併せて、市域内で交

通の核となるような主要な箇所に乗り継ぎ

拠点を整備します。 

・市民センター周辺（三鷹市役所、三鷹中央

防災公園・元気創造プラザ）を乗り継ぎ拠

点として整備を行い、路線バスやコミュニ

ティバスの円滑な連携を図ります。 

市、 

バス事業者、 

道路管理者 

 ■ ■ 

 

目標３ 

目標４ 

目標６ 

③ 待合空間の確保の検討（沿道協力） 

・市民が快適にバスを待てるように、乗り継ぎ

拠点を中心に、バス停における待合空間の確

保を検討します。 

市、 

バス事業者、 

道路管理者 

 ■ ■ 

※実施年度 前期：平成 23～26 年度 
■   中期：平成 27～30 年度 

後期：平成 31～34 年度 

４．目標を達成するために行う事業及び実施主体 

◆乗り継ぎ拠点イメージ 

 

  

 

  

 

 

 

バス結節点 

路線バス 

コミュニティ

バス 

鉄道駅 乗り継ぎ制度の設計 
利用者にとって乗継がしやすいように

なるよう、運賃割引など運賃体系等の乗
り継ぎ制度設計を行う。 
 
例⇒ 
既存制度 

乗り継ぎ拠点で、路線バスやコミュニティバスを乗り換え、
市内の様々な行き先に効率よく移動することが可能。 
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←◆待合空間 

(三鷹市役所前)  
←◆バス案内図 

(三鷹駅前) 

 

目標 
（P.12 参

照） 
事業 事業主体 

実施年度 

前期 中期 後期 

目標３ 

目標４ 

④ バス接近表示（バスロケ）の拡充等利便性向上

のための検討 

・バス待ち利用者のサービス向上のため、渋

滞発生や雨天時などのバスの現在地情報や

到着予測を知らせるバスロケーションシス

テムの拡充を検討します。 

・スマートフォン・携帯電話からもバスロケ

ーションシステムが利用できることを周知

し、利便性向上に向けた検討を進めます。 

市、 

バス事業者 
■ ■  

 

←バス接近表示（バスロケーションシステム） 
(三鷹市役所前) 

 

目標３ 

目標４ 

⑤ バス停への屋根、ベンチ設置の検討 

・バス停の待合環境の整備として、雨や日差

しを防ぐための屋根の設置や、ベンチなど座

って待てる環境を整備するなど、快適に待つ

ことのできるバス停の整備を検討します。 

市、 

バス事業者、 

道路管理者、 

市民 

■ ■ ■ 

◆ベンチのあるみちづくり整備事業（歩道や沿道にベンチ（愛称名 ほっとベンチ）を設置） 

  

出典：ベンチのあるみちづくり整備事業(三鷹市 HP) 

目標３ 

目標４ 

目標６ 

⑥ 鉄道、バスが連携した情報提供方法の研究 

・鉄道とバス路線間で運行情報が分かれば利

用者の公共交通の利便性が向上するため、両

者の情報の共有化について研究します。 

市、 

鉄道事業者、 

バス事業者 

■ ■ ■ 
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◆連節バス車内に設置するリアルタイムなバスと鉄道の運行情報提供システム画面 

  

出典：神奈川中央交通株式会社 NEWS RELEASEＨ２０．１．１５（神奈川中央交通株式会社 HP)  

http://www.kanachu.co.jp/service/twinliner/pdf/atsugi_twinliner.pdf 
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目標 
（P.12 参

照） 
事業 事業主体 

実施年度 

前期 中期 後期 

目標３ 

目標４ 

⑦ 利用しやすいバス車両の研究 

・障がい者、高齢者、子どもなど誰もが利用し

やすいバスにするため、バス車両の改善を検

討し、バリアフリーの更なる推進を図りま

す。 

市、 

バス事業者 

 

■ ■ ■ 

◆利用しやすいバス車両・乗合タクシー車両の開発 

出典：「地域のニーズに応じたバス・タクシーに係るバリアフリー車両の開発」報告書について（国土交通省 HP） 

http://www.mlit.go.jp/common/000148814.pdf 

⑧ 利用しやすいバスサービスの研究 

・従来の定時定路線型のバスサービスのほか、

需要の発生状況に応じたデマンドバスなど、

社会環境の変化に応じた、障がい者、高齢者、

子どもなどすべての人々にとって安全で利

用しやすいバスサービスの研究を行います。 

市、 

バス事業者 

 

■ ■ ■ 



18 

 

 

目標 
（P.12 参

照） 
事業 事業主体 

実施年度 

前期 中期 後期 

目標３ 

目標４ 

目標６ 

⑨  公共車両優先システム導入の検討 

・交通渋滞対策として、公共車両優先システ

ム（バスが交差点に近づくと信号が早く青

に変わる仕組み）の導入を検討し、円滑な

バス交通を実現するとともに、利用者の安

定的な利用を推進します。 

市、 
道路管理者、 
交通管理者、 
バス事業者 

  ■ 

◆公共車両優先システムの導入イメージ 

 

出典：西武バス株式会社ＨＰ 

目標３ 

目標４ 

目標６ 

⑩ 事業者と障がい者団体等の意見交換 

・障がい者団体がバス事業者と意見交換を行

い、障がい者が安心してバスを利用できる

環境の構築を推進します。 

・上記に加えて、高齢者や子育て世代などの

バス利用者との意見交換も行い、すべての

人が安心してバスを利用できる環境を構築

します。 

（利用者アンケートの実施、意見交換会等） 

市、 

道路管理者、 

障がい者団体、

バス事業者 

■ ■ ■ 

◆意見交換のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 安心 安心 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11rr275ig/EXP=1322306138;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVGw0VE9OUkw0WmlHR19vc2ZFdk11VTdFNlpxYzVaeWl3Q3RtWEVLeHJ2RXlXVzF3cXhwY0x3VmRrBHADY0hSd2N3LS0EcG9zAzEEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/*-http:/www.seibubus.co.jp/ptps/ptps.gif
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目標 
（P.12 参

照） 
事業 事業主体 

実施年度 

前期 中期 後期 

目標２ 

目標３ 

目標４ 

⑪ 都市再生事業等と連携したみたかバスネットの

構築 

・杏林大学井の頭キャンパス開校、東京外かく環

状道路及び都市計画道路等の整備や再開発な

ど今後の都市再生事業等との連携を行いなが

ら、路線バスとコミュニティバスが一体とな

った、みたかバスネットの構築を図る。 

市、 

バス事業者 

 

 ■ ■ 
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（２）コミュニティバスに関する事業 

目標 
（P.12 参

照） 
事業 事業主体 

実施年度 

前期 中期 後期 

目標１ 

目標３ 

目標６ 

① コミュニティバス新規ルートの導入 

・「新川・中原ルート」の運行を前期で達成

しました。今後も複数の交通事業者間や、近

隣自治体との連携・協働により、維持します。 

・新規ルートに関しては、市民の意見を可能

な限り反映させるために、地域公共交通活性

化協議会で検討を進めます。 

市（調布市との

共同運行）、バス

事業者 

 

 

■ 

 

 

 

 

■ 

 

 

 

 

■ 

 

 

目標２ 

目標３ 

目標４ 

② コミュニティバス既存ルートの見直し運行検討 

・既存ルートの見直しについて、「コミュニ

ティバス事業基本方針」に基づき、三鷹中

央防災公園・元気創造プラザへのアクセス

の確保など都市再生事業と連携を図りな

がら見直しを進めます。 

・既存ルートの変更は、市民の意見を可能な

限り反映させるために、地域公共交通活性

化協議会で検討を進めます。 

市、 

バス事業者 
■ ■ ■ 

◆三鷹中央防災公園・元気創造プラザ 

 

出典：三鷹市 HP(三鷹中央防災公園・元気創造プラザ整備事業) 

目標１ 

目標６ 

③ 適正運行に関する市民の意見の反映 

・コミュニティバスは運賃収入と市からの補

助金で運行しているため、市民の意見を聞

きながら、適正運行のあり方について検討

します。 

市、 

バス事業者、 

市民 

■ ■ ■ 

◆意見交換のイメージ 

 

 

 

 

 

 安心 安心 
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（３）自転車に関する事業 

目標 
（P.12 参

照） 
事業 事業主体 

実施年度 

前期 中期 後期 

目標２ 

目標４ 

目標５ 

① サイクル・アンド・バスライド駐輪場の整備 

・現在、市内４箇所にｻｲｸﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ﾊﾞｽﾗｲﾄﾞ駐輪

場を整備していますが、「駐輪場整備基本方

針」に基づき、ｻｲｸﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ﾊﾞｽﾗｲﾄﾞ駐輪場の

整備を検討します。 

市 ■ ■ ■ 

◆サイクル・アンド・バスライドの設置状況（天文台下駐輪場） 

   

目標４ 

② 自転車走行環境整備の検討 

・歩行者、自転車双方の安全のため、東京都

等と連携して自転車走行環境の整備を検討

し、安心・快適な自転車利用を推進します。 

・オリンピック・パラリンピック開催に向け

て東京都と連携して自転車推奨ルートを整

備します。 

・自転車走行空間のﾈｯﾄﾜｰｸ化を検討します。 

市、 

道路管理者、 

交通管理者 

■ ■ ■ 
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◆かえで通りの自転車道の整備（左図：整備断面図、中図：自転車レーンの設置） 

 

 
 

◆自転車走行環境整備のイメージ（左図：自転車道の整備、中図：自転車レーンの設置、 

右図：自転車歩行者道における自転車走行位置の明示 

 
出典：自転車利用環境整備ガイドブック(国土交通省) 
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目標 
（P.12 参

照） 
事業 事業主体 実施年度 

目標４ 

③ 自転車安全教育の実施 

・自転車利用者の交通ルールの徹底やモラル

の向上を進めるため、交通管理者と連携して

自転車安全講習会の拡充を図り、自転車利用

者の安全利用を推進します。 

市、 

交通管理者、 

市民、学校、 

事業者 

■ ■ ■ 

 

◆自転車安全運転証（見本） 

三鷹市では、交通安全を推進するために、自転車安全講

習会を開催。講習会では、受講者に三鷹市独自の「自転車

安全運転証」を発行することで模範運転者としての自覚を

促し、交通安全意識の高揚を図っている。 

出典：三鷹市 HP 

目標４ 

④ 利便性の高い駐輪場の整備 

・駐輪場整備基本方針に基づき公平で適正な

受益者負担を求めるため、利用方法、料金改

定などの見直し及び駐輪場の適正な配置を

検討します。 

市 ■ ■ ■ 

◆三鷹市における放置自転車の現状 

  

 

 

 

 

 

 

 

放置自転車の台数は、市内全域で平成 26 年度は一日当たり 160 台程度となっており、利便性の高い駐輪

場を整備することで放置自転車の台数の減少を図っている。 

目標４ 

目標５ 

目標６ 

⑤ サイクルシェア事業に向けた 

社会実験の実施と検証 

・駐輪場を効率的に活用し、放置自転車数の減

少、環境負荷の軽減、まちの活性化などが期

待できる、サイクルシェア事業に向けた社会

実験を実施し、検証を行います。 

市、市民、学校  ■ ■ 
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◆三鷹市が事業化を目指すサイクルシェアの考え方 

駐輪場の利用時間帯を想定１、想定２と分け、さらに自転車をシェアすることにより、より効率的な駐輪

需要へのアプローチを図ります。 

 

（４）歩行に関する事業 

目標 
（P.12 参

照） 
事業 事業主体 

実施年度 

前期 中期 後期 

目標４ 

① 市内の歩道バリアフリー化の検討、実施 

・歩道上の段差や凹凸の解消を図るため、バ

リアフリー化を検討し、実施します。 

・歩道の拡幅を検討し、歩行者が快適に歩け

る環境を構築します。 

市、 

道路管理者 
■ ■ ■ 

◆道路のバリアフリーのイメージ 

 

出典：バリアフリー新法の解説（国土交通省 HP） 
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（５）タクシーに関する事業 

目標 
（P.12参照） 

事業 事業主体 
実施年度 

前期 中期 後期 

目標３ 

目標４ 

目標５ 

① 地域に根付いた新しいタクシーサービスの研究 

・市民がタクシーをより身近な交通手段とし

て、気軽に利用できる環境を構築するため、

地域に根付いた新しいタクシーサービスの

研究を行います。 

 市、 

タクシー事業者 
■ ■  

◆エコタクシー乗り場 新丸ビル前タクシー乗り場：「エコタクシー乗り場」 

  
出典：エコタクシー乗り場スタート（国土交通省関東運輸局 HP）      

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tokyo/date/j2_p110824.pdf 

◆優良タクシー乗り場                               ◆事業者ランク制度 

  
出典：財団法人東京タクシーセンターHP 

http://www.tokyo-tc.or.jp/user/u_osirase/u_osirase.html#yuuryou1112 

出典：銀座乗禁地区及び池袋駅における「優良タクシー乗り場」の新設について（国土交通省関東運輸局HP） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tokyo/date/j2_p101119.pdf 
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目標 
（P.12参照） 

事業 事業主体 
実施年度 

前期 中期 後期 

目標３ 

目標４ 

目標５ 

② 近距離でも利用しやすい工夫 

（周知・コミュニケーション） 

・現状では「近距離でも歓迎」というステッカ

ーを貼っているタクシーもありますが、さら

にタクシー事業者が近距離でも乗りやすい

工夫を施します。 

タクシー事業者 ■ ■ ■ 

近距離でも利用しやすい工夫 

写真：静岡駅タクシー乗り場   

目標３ 

目標４ 

目標５ 

③ バリアフリータクシー車両の導入の検討 

・車いすの乗れるタクシーは市内に少ないです

が、特に電動車いすの利用要望があるので、

バリアフリータクシー車両の導入を検討し

ます。 

市、 

タクシー事業者 
■ ■ ■ 

◆利用しやすいタクシー車両の開発 

出典：「地域のニーズに応じたバス・タクシーに係るバリアフリー車両の開発」報告書について（国土交通省HP） 

http://www.mlit.go.jp/common/000148814.df 
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目標３ 

目標４ 

目標５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「地域のニーズに応じたバス・タクシーに係るバリアフリー車両の開発」報告書について（国土交通省 HP） 

http://www.mlit.go.jp/common/000148814.pdf 
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（６）ハンディキャブに関する事業 

目標 
（P.12 参

照） 
事業 事業主体 

実施年度 

前期 中期 後期 

目標３ 

目標４ 

目標５ 

① ハンディキャブ、タクシー、公共交通などによ

る障がい者等のモビリティ向上方法の検討 

・障がい者がハンディキャブを利用したい時

に利用できるよう、サービス内容の改善を検

討します。 

市、 
ﾀｸｼｰ事業者、 
ﾊﾝﾃﾞｨｷｬﾌﾞ事業
者 

■ ■  

◆ハンディキャブ運行車両 

（あおぞら号） 

 

 

 

 

 

出典：特定非営利法人みたかハンディキャブ HP 

目標３ 

目標４ 

② 障がい者等のモビリティ向上のための 

情報発信 

・ハンディキャブに対する、障がい者の認知

度を高めるための効果的な周知方法を検討

します。 

市、 
ﾀｸｼｰ事業者、 
ﾊﾝﾃﾞｨｷｬﾌﾞ事業
者 

■ ■ ■ 

◆障がい者等へのハンディキャブやタクシー車両の情報提供のイメージ（情報の一元化） 

 

出典：福祉輸送促進事業（国土交通省 HP） 
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（７）マナー・接遇・介助 

目標 
（P.12 参

照） 
事業 事業主体 

実施年度 

前期 中期 後期 

目標３ 

① 運転士等の接遇・介助 

・バス運転士、タクシー運転士、ハンディキ

ャブ運転士など運行業務にたずさわる者の

障がい者、高齢者、子どもなどすべてのバ

ス利用者に対する接遇・介助の向上を図り

ます。 

バス事業者、 

ﾀｸｼｰ事業者、 

ﾊﾝﾃﾞｨｷｬﾌﾞ事業

者、鉄道事業者 

■ ■ ■ 

◆交通事業者向けバリアフリー教育訓練研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい当事者が参加した公共交通機関向けの教育訓練プログラムの事例 

出典：交通エコロジーモビリティ財団ＨＰ 

目標３ 

② バスの運転士および利用者のマナー向上 

・利用者側の利用時のゆずりあいやマナーの

向上を図ります。 

・バスの運転士、利用者の安全・安心の向上

を図ります。 

市、 

市民、 

バス事業者 

■ ■ ■ 
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（８）関係者の協働、市民参加 

目標 
（P.12 参

照） 
事業 事業主体 

実施年度 

前期 中期 後期 

目標６ 

目標７ 

① 公共交通の検討会の実施、利用促進 

イベントの実施 

・市内の公共交通を取り巻く関係者が協働・

連携し、地域の公共交通の課題や今後のあり

方を議論する検討会を実施します。 

・市民が公共交通の重要性について理解を深

め、公共交通の利用を促進するための利用

促進イベントを実施します。 

全関係者 ■ ■ ■ 

◆公共交通の検討会のイメージ  
（三鷹市地域公共交通活性化協議会専門部会での 

市民・事業者・行政による意見交換の様子） 

 

  

目標６ 

② 利用促進広報、公共交通情報発信 

・利用促進イベントの実施に加え、利用促進

のためのポスターやチラシ、広報みたか等

を利用し、公共交通の情報発信を行います。 

全関係者 ■ ■ ■ 

◆広報における公共交通の情報発信 

  

出典：広報みたか（2010 年 10 月 3 日 12 面） 
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3. 交通安全対策の取り組み 

 

（１）交通安全対策の取り組みの考え方 

1) 趣旨 

三鷹市では、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、交通安全対策基本法に基

づき、昭和 46 年以降、5 年ごと 8 回にわたり「三鷹市交通安全計画」を独自に作成し、国・東

京都及び関係行政機関と力を合わせ、各種の施策を実施してきました。 

その結果として、近年、市内の交通事故件数は大幅に減少し、これまで関係機関と協働で取

り組んできた成果と考えます。 

今後はこの成果を踏まえ、これまでの取り組みを継続することを基本とし、本市の交通安全

対策の方向性については「三鷹市交通総合協働計画」の中で位置づけていくこととします。 

 

三鷹市内の事故の特徴としては、まず第 1 点目として自転車の関係する事故件数が、全体の

約 43%を占めており、依然として高い関与率となっています。その上、二輪車（自動二輪車及

び原動機付自転車）を含めると全体の約 65%を占めています。 

特に自転車事故の発生やマナー違反等は、三鷹市だけではなく東京都内を含め全国各地にお

ける深刻な問題となっています。そこで、平成 27 年６月１日から道路交通法が改正され、「信

号無視」「一時不停止」「歩道徐行違反」「酒酔い運転」などの違反を繰り返す自転車の運転者に

は、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。 

次の特徴としては、死傷者のうち全体の約 26.4%を 65 歳以上の高齢者が占めている点です。

現在、三鷹市の高齢者化率は 21.3%であり、今後、更なる高齢化社会を迎えます。これに伴い、

高齢者の免許保有者も急激に増加することから、早急に高齢者の交通事故防止対策を講じてい

くことが必要です。 

こうした現状を踏まえ、自転車、二輪車と高齢者に対する交通事故防止が急務となっており、

実効性のある対策を重点的、計画的に実施していく必要があります。 

そこで、人命尊重の理念に立って、市民が安心して生活できるまちを実現し、21 世紀に誇れ

る三鷹市を築きあげていくために交通安全に取り組む必要があります。 

2) 計画目標 

① 死亡事故、重大事故の減少 

人命尊重の理念に立って、市民が安心して生活できるまちづくりを実現するため、交通事故

の抑止に努めていきます。 

平成 26 年の三鷹市内における交通事故は 386 件で、死傷者数は 447 人でした。 

三鷹市においては、今後、特に事故の発生及び死傷者数が多い自転車の安全利用の促進、高

齢者の交通安全の確保、二輪車の交通事故防止等を実施することにより、死亡事故「０」や重

大事故の減少を目指していきます。 

 

② うるおいのある快適な街づくり 

交通安全への参加意識を高めることにより、誰もが安心して利用できる道路交通環境を構築

するため、地域住民の参加による交通安全総点検を実施していきます。 

さらに、東京都の「交差点すいすいプラン」事業の促進や都市計画道路の重点的な整備によ

５．交通安全対策の取り組み 
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り安全で快適な交通環境を確保していきます。 
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（２）重点課題と施策の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ･警察と連携し「飲酒運転根絶キャンペーン」等 

                        の実施 

施策の方向性 最重点課題・重点課題 

最
重
点
課
題 

重
点
課
題 

自 転 車 の 

安全 利用 の 推 進 

高 齢 者 の 交 通 

安 全 の 確 保 

二 輪 車 の 交 通 

事 故 の 防 止 

飲 酒 運 転 の 根 絶 

・自転車利用者への指導を強化 
・悪質・危険な違反者に対する交通切符等による取締り 
(警察) 

・｢自転車安全利用キャンペーン｣の実施 

・｢三鷹市自転車の安全利用に関する条例｣に基づく､自
転車安全講習会等の積極的な開催 

・自転車走行空間の確保等、自転車を快適に利用できる
環境づくりへの取り組み 

・傷害保険及び賠償責任保険が附帯されている「TS マ
ーク」の普及 

・幼児用ヘルメットの必要性の周知及び着用の推進 

・交通安全能力の再確認を促すための､参加､実践型の交
通安全教室等啓発活動を推進 

･不断の啓発活動や取締り活動の実施 

・交通関係団体(警察、交通安全協会等)との協力による、
違法駐車等への指導取締り等の強化 

・高齢者に見やすい標識や信号機等の高輝度化など道路
交通環境の整備 

・高齢者が安心して通行できるよう、歩道等のバリアフ
リー化を推進 

・交差点やカーブ地点の改良や滑り止め舗装等の整備な
ど、交通安全施設の改善等を推進 

･高齢者安全講習会の実施 

・薄暮時における認識性の高い反射材等の配布と普及 

・高齢者運転免許証返納支援制度導入への取り組み推進 

・警察等関係機関との連携により運転者講習会などの啓
発活動を積極的に推進とプロテクター等の着用の徹底 

・高齢者による自主的な交通安全活動を推進し、地域と
一体となった施策を推進 
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（３）総合的な交通安全事業の推進 

1) 道路交通環境の整備 

交通渋滞を解消し、自動車やバスの安全かつ円滑な交通の流れを確保するために、幹線道路

について、優先順位を明らかにしながら整備を推進します。さらに、東京都の「交差点すいす

いプラン」事業の促進等による交差点の改良事業を行うとともに、バスレーンの設置、信号機

等の高性能化等を促進します。 

自動車、自転車等の駐車施設の整備・充実については、事業者等の理解を得ながら推進を図

ります。また、歩行者の安全かつ円滑な歩行空間を確保するため「あんしん歩行エリア」の手

法を活用した整備や歩道の段差解消等を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                    ・ゾーン３０の整備の推進 

・道路標識の設置 

具体的な施策 施策の方向性 

道 路 等 の 整 備 

(通学路､生活道路 等) 
・児童公園､遊び場の整備 

・生活道路の整備 

・通学路の整備 

道 路 等 の 整 備 

(都道及び市道  等 ) ・都道(幹線道路)の整備 

・市道(幹線及び生活道路)の整備 

・交差点あんしん歩行プラン(仮称)事業の推進 

・｢あんしん歩行エリア｣の手法を活用した整備の推進 

・道路反射鏡の設置 

・道路照明の LED化の推進 

・視認距離（見通し）の改良 

・歩道の段差解消 

・視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

・歩道の設置 

・狭あい道路拡幅の推進 

・自転車走行空間のネットワーク化の推進 

交 通 安 全 

施 設 等 の 整 備 

・その他の交通安全施設の設置 

・点滅鋲の設置 

・バスベイの増設 
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2）交通安全意識の啓発 

運転者をはじめ、すべての市民が、自他の生命尊重と他人への思いやりの理念をもとに、交

通安全の知識や技術を身に付けるよう、地域や学校等と連携しながら交通安全教室や交通公園

等の活用等により、交通安全教育を推進していきます。 

また、交通モラルの高揚を図るため、市民と各機関が一体となって交通安全思想の育成に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）施策実施にあたっての留意点 

具体的な施策によっては短期的に実施できるもの、長期的な対応が必要なもの、経常的に実

施するもの、一時的に集中して取り組むものなどがあります。それぞれの施策の実施にあたっ

ては各施策の関係に配慮し、有機的に関連付けながら安全な交通体系の実現を目指すものとし

ます。 

道 路 交 通 秩 序 

の 維 持 

・交通実態に即応した交通規制の推進 

・指導取締りの強化 

・放置自転車対策 

・違法駐車対策 

・駐車秩序の確立 

道 路 の 適 正 利 用 
・電線類地中化の推進 

・不法占用物件等の排除 

具体的な施策 施策の方向性 

※スタントマンによる事故の再現などを通じ、参加者に「事

故の危険」を理解してもらう交通安全の教育方法。 

具体的な施策 施策の方向性 

地域社会における交

通安全意識の高揚 

・地域の交通安全意識の拡大と育成 

・家庭･学校･職域･地域等における交通安全教育の推進 

・地域ぐるみの交通安全運動の推進 
 （交通安全協会、交通対策地区委員会との連携） 

・交通安全に関する広報活動の充実・強化 

・学校等における交通安全教育 

・運転者に対する交通安全教育 

・高齢者に対する交通安全教育 

・交通安全教育体制の整備 

・交通安全教育指導員（カナリア）による交通安全指導 

・交通公園等における安全教育指導 

・自転車安全講習会の拡充 

・スケアード・ストレイト方式※による自転車安全講習会  

交通安全教育の推進 
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4. 今後の進め方 

 

 

三鷹市交通総合協働計画 2022 に基づく事業の実施は、下図のようにＰＤＣＡサイクルを導入

します。施策を試験的に実施し、利用者の視点に立った効果検証により計画の見直しを随時行い

ます。 

 

<ＰＤＣＡサイクルのイメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実証実験の実施に向けた具体案について、利用意向や改善要望をアンケート

やヒアリングなどにより把握し、実施計画を策定 

 

計画に合わせて、試行的に施策を実施 

 

 

採算性や地域における効果を検証 

 

 

検証結果に合わせて、計画の見直しを実施 
Action 

見直し・改善 

Check 

評価 

Do 

実験実施 

Plan 

計画 

６．今後の進め方 

継続的に改善 

Action 
見直し・改善 

Do 
実験実施 

Plan 
計画 

Check 
評価 

Action 
見直し・改善 

Do 
実験実施 

Plan 
計画 

Check 
評価 

公共交通施策のスパイラルアップ 
実現！ 

 

交 福 

交通安全対策 

 

方針１  
みたかバスネットの推進 

方針２  
交通体系の多様性への対応 

 方針３  
役割分担と連携・協働 
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三鷹市交通総合協働計画 2022第 1次改定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通活性化協議会 

三鷹市議会まちづくり環境委員会 

調査等 

第２回三鷹市地域公共交通活性化

協議会（平成 27年 11月 19日) 

第１回三鷹市地域公共交通活性化

協議会（平成 27年 8月 7日） 

（平成 21年 4月 28日) 

三鷹市議会まちづくり環境委員会 

（平成 27年 9月 8日) 

三鷹市議会まちづくり環境委員会 

（平成 27年 12月 10日) 

第３回三鷹市地域公共交通活性化

協議会（平成 28年 2月 18日) 

「三鷹市交通総合協働

計画 2022 第 1 次改定

の基本的な考え方」の作

成 

前期（平成 23 年度～平

成 26 年度）の進捗状況

の確認及び課題の整理 

 

第 1 次改定（素案）の作

成 

第 1 次改定（案）の作成 

検討内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 

27年度 

パブリックコ

メント実施（平

成 28 年 1 月 12

日～2月 1日） 

 

 

前期（平成 23

年度～ 26 年

度）目標に向

けた達成状況

のアンケート

調査 

（6月～7月） 

 

三鷹市議会まちづくり環境委員会 

（平成 28年 3月 10日) 

三鷹市交通総合協働計画 2022第 1次改定（平成 28 年 3月） 
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巻 末 資 料 

 



 

 

資－1 

【巻末１】三鷹市交通総協働計画 2022策定までの流れ 

三鷹市交通総合協働計画 2022 策定までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通会議の開催 専門部会の開催 

第 1回 三鷹市地域公共交通会議 

（平成 21年 1月 23日) 

第２回 三鷹市地域公共交通会議 

（平成 21年 4月 28日) 

第３回 三鷹市地域公共交通会議 

（平成 21年 9月 18日) 

第４回 三鷹市地域公共交通会議 

（平成 22年 1月 25日) 

第５回 三鷹市地域公共交通会議 

（平成 22年 2月 19日) 

第 1回専門部会 

(平成 21年 5月 26日) 

 
第２回専門部会 

(平成 21年 6月 24日) 

 
第３回専門部会 

(平成 21年 7月 14日) 

 

第４回専門部会 

(平成 21年 10月 21日) 

 
第５回専門部会 

(平成 21年 11月 11日) 

 
第６回専門部会 

(平成 21年 12月 15日) 

 
第７回専門部会 

(平成 22年 1月 19日) 

 

総合的な交通

計画における

骨格的な試案

の作成 

検討組織の立

ち上げ、進め

方の確認 

総合的な交通

計画策定に向

けた調査試案

の作成 

次年度検討に

向けた法定協

議会への移行 

検討内容 

平成 

20年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 

21年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

資－2 

 

 

地域公共交通活性化協議会の開催 調査等 

第 1回 三鷹市地域公共交通活性化協議会 

（平成 22年 7月 23日) 

第２回 三鷹市地域公共交通活性化協議会 

（平成 22年 11月 24日) 

第３回 三鷹市地域公共交通活性化協議会 

（平成 23年 2月 1日) 

アンケート調査 

ヒアリング調査 

(9月～10月) 

 

パブリックコメン

ト実施（1月） 

(1月) 

 

調査実施 

計画の承認 

協働計画の

素案の作成 

検討内容 

 

 

 

 

 

平成 

22年度 

 

 

 

 

 

平成 

23年度 

 

調査結果の 

確認 

調査から 

抽出した諸

課題の確認 

計画の骨子

等の作成 

第 1回 三鷹市地域公共交通活性化協議会 

（平成 23年 7月 22日) 

第３回 三鷹市地域公共交通活性化協議会 

（平成 24年 2月 2日) 

第２回 三鷹市地域公共交通活性化協議会 

（平成 23年 10月 28日) 

三鷹市交通総合協働計画 2022 策定（平成 24年 3月） 



 

 

資－3 

【巻末２】交通事故の概況 

 

（1）交通事故の概況（三鷹警察署管内における交通人身事故発生状況） 

三鷹市における過去 10 年間の交通人身事故発生件数は、年平均にすると発生件数が約 603 件、

死者数は 1.4 人、重傷者数は約 9 人、軽傷者数は約 660 人、死傷者数は約 675 人となっていま

す。 

交通人身事故発生件数は、10 年前に比べ約 49%減少しています。 

三鷹市内における近年の交通事故の特徴として、全体の 

・総死傷者数の約 56%が自転車・二輪車（自動二輪車及び原動機付自転車） 

・総発生件数の約 45%が裏通り（市道） 

で発生しています。 

このような状況を踏まえ、今後、交通事故防止対策の推進に当たっては、道路管理者や交通管

理者と連携を密にし、歩道や道路の拡幅、交差点の改良等の整備を図っていくほか、三鷹交通安

全協会や三鷹市交通安全対策地区委員会等の民間団体の協力を得て、交通安全思想の普及・啓発

に努めていく必要があります。 

 

図 過去 10年間の三鷹警察署管内における交通人身事故発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成

17 年 

平成

18 年 

平成

19 年 

平成

20 年 

平成

21 年 

平成

22 年 

平成

23 年 

平成

24 年 

平成

25 年 

平成

26 年 

三
鷹
署 

発 生 件 数 792 753 687 634 567 556 568 558 526 392 

死 者 数 4 3 1 1 2 0 0 0 1 2 

負 傷 者 数 885 825 744 708 650 614 638 616 598 451 

 重傷者 13 20 7 7 7 13 6 8 7 2 

軽傷者 872 805 737 701 643 601 632 608 591 449 
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（2） 交通事故の概況から見る最近の傾向 

三鷹市での事故の特徴として、比較的幅員の狭い路地での、交通ルールを軽視した、出会い頭

の等の事故が多発している事があげられ、特に通勤・通学時の朝方、帰宅時の薄暮時の時間帯に

事故発生が多く見受けられます。 

 

①  高齢者の事故 

平成 26 年中の高齢者（65 歳以上）が関与する事故による死傷者数は、総死傷者数に占める

割合として約 11.9%となっています。 

また、高齢ドライバーの増加に伴い、高齢者の加害事故も増加しています。 

また、時間帯別には、薄暮時（夕暮時の前後 1 時間）での事故が多発しており、事故の形態

については、歩行中または自転車乗車中が多くなっています。 

 

表 高齢者の年代別交通事故死傷状況 

 
総死傷者数 65～69 歳 70 歳代 80 歳代 合計 

総死傷者数に

占める割合 

平成 22 年 614 36 38 9 83 13.5% 

平成 23 年 640 21 30 16 67 10.5% 

平成 24 年 614 27 36 10 73 11.9% 

平成 25 年 602 31 35 15 81 13.5% 

平成 26 年 447 20 23 10 53 11.9% 

 

 

②  二輪車の事故 

平成 26 年中の二輪車が関与する事故による死傷者数は、総死者数に占める割合として約

15%(自動二輪約 9%、原付約 6％)となっています。 

これらの多くは遵法精神を欠いた若者の無謀運転や運転未熟により発生し、一般車両をも巻

き込んだ事故も発生していることから、今後は交通管理者との連携のもと、指導取締りを強力

に推進し、道路管理者など関係機関との連携も十分に図っていく必要があります。 

 

表 二輪車（自動二輪車、原動機付自転車）の交通事故死傷状況 

 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

総 死 傷 者 数 614 640 614 602 447 

種 別 自二 原付 自二 原付 自二 原付 自二 原付 自二 原付 

死 傷 者 数 72 36 55 32 49 34 48 28 40 28 

総死傷者数に占

め る 割 合 
11.7% 5.9% 8.6% 5.0% 8.0% 5.5% 8.0% 4.7% 8.9% 6.3% 
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③  自転車の事故 

平成 26 年中の自転車が関与する事故による死傷者数は、総死傷者数に占める割合として約

37.6%とあいかわらず高い状況となっています。 

自転車は手軽で重宝な乗り物として愛され、依然として高い普及率を示しています。 

しかし、その反面では、運転する者の交通ルール無視やマナーの欠如が指摘され、市内のみ

ならず、都内でも深刻な問題にあげられています。 

 

表 自転車及び歩行者の交通死傷状況 

 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

総死傷者数 614 640 614 602 447 

種 別 自転車 歩行者 自転車 歩行者 自転車 歩行者 自転車 歩行者 自転車 歩行者 

死 傷 者 数 246 62 275 63 266 74 249 69 168 45 

総死傷者数に

占 め る 割 合 
40.1% 10.1% 43.0% 9.8% 43.3% 12.1% 41.4% 11.5% 37.6% 10.1% 

 

（3） 主要交差点の交通量 

市内主要交差点 10 箇所の交通量合計は 201,006 台/12h で、前回の平成 18 年の 216,066 台

/12h と比べて 7.0%減少しています。 

交差点別の増減率を見ると、｢井口新田｣で前回に比べて交通量が増加しています。これは

JR 中央線の連続立体交差事業(H21 年度高架化)により踏切が除却され、南北方向の交通が増

加しているものと想定されます。 

 

表 主要交差点の交通量 

交 差 点 名 平成 13 年 平成 18 年 平成 23 年 

井口新田交差点  17,488 16,328 17,576 

八 幡 前 交 差 点  22,751 22,093 19,575 

南 浦 交 差 点  20,165 19,808 17,726 

狐 久 保 交 差 点  19,017 17,738 15,685 

山 中 交 差 点  15,443 13,712 13,549 

野 崎 交 差 点  16,704 15,147 14,303 

市役所前交差点  20,639 19,333 17,496 

新 川 交 差 点  19,120 19,015 16,872 

天文台北交差点  37,411 36,515 32,641 

野崎八幡前交差点  38,288 36,377 35,583 

合 計 

（ 対 前 回 比 ） 

227,026 216,066 

(95.2％) 

201,006 

(93.0％) 

資料：三鷹市交通実態調査(7 時～19 時測定) 
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【巻末３】三鷹市内における交通事故の発生状況 

 

（１）地域別 

（総発生件数：386 件） 

・新川地区で最も多く、 76 件（ 19.7%）が発生している。 

 

図 地域別人身事故発生件数（平成 26年） 
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  下連雀 上連雀 新川 野崎 深大寺 牟礼 中原 北野 大沢 井の頭 井口 

発生件数 13 38 76 45 18 36 21 17 31 14 27 

 資料：三鷹警察署事故統計 
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（２）道路別  

（総発生件数：386 件） 

・裏通り（市道）で 173 件（ 44.8%）が発生している。 

 

図 道路別人身事故発生件数（平成 26年） 
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  人見街道 武蔵境通り 吉祥寺通り 連雀通り 天文台通り 三鷹通り 東八道路 その他都道 市道 その他 

発生件数 24 14 20 27 22 21 74 4 173 7 

資料：三鷹警察署事故統計 
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（３）時間別 

（総発生件数：386 件） 

・16～18 時の時間帯が、 68 件（17.6%）と一番の多発時間帯である。 

 

図 時間別人身事故発生件数（平成 26年） 
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   ６～８ ８～１０ １０～１２ １２～１４ １４～１６ １６～１８ １８～２０ ２０～２２ ２２～２４ ０～２ ２～４ ４～６ 

発生件数 35 62 52 41 42 68 43 12 11 6 7 7 

資料：三鷹警察署事故統計 
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（４）曜日別 

（総発生件数： 386 件） 

・曜日別では、土曜日（61 件、15.8%）と金曜日（60 件、15.5%）に多発している。 

 

図 曜日別人身事故発生件数（平成 26年） 
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  日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

発生件数 51 51 54 59 50 60 61 

資料：三鷹警察署事故統計 
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（５）年齢別 

（総死傷者数：447 人） 

・40 歳代の負傷者が、103 人、23.0%と最も多い。 

・40 歳代に次いで、30 歳代（87 人、19.5%）、20 歳代（66 人、14.8%）の順に多い。 

・65 歳以上については、53 人と 11.9%を占めている。 

 

図 年齢別負傷者数（平成 26年） 
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資料：三鷹警察署事故統計 

 

 

  園児 小学生 中学生 高校生 １９歳 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０～６４歳 ６５歳以上 

負傷者数 8 20 6 7 8 66 87 103 62 27 53 
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（６）状態別 

（総死傷者数：447 人） 

・自転車乗車中の負傷者が、全体の 37.6%（168 人）を占めている。 

 

図 状態別死傷者数（平成 26年） 
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  自転車 原付 自動二輪 四輪車 歩行者 

発生件数 168 28 40 165 46 

資料：三鷹警察署事故統計 
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（７）事故類型別 

（総発生数：386 件） 

・「出会い頭」の事故による発生件数が 123 件と、31.9%を占めている。 

 

図 事故類型別発生件数（平成 26年） 
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資料：三鷹警察署事故統計 
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【巻末４】 統計データからみた市民の移動実態、公共交通の利用実態 

平成 12、17年度国勢調査によると、三鷹市に住む人（15歳以上就業者・通学者）のうち、1/3が市

内、2/3が市外へ通っている。市外へ通う人の行き先は、23区が最も多く、次いで武蔵野市、調布市、

府中市の順で多く、市外から通う人の居住地は、上記と同様に 23区が最も多く、次いで武蔵野市、調

布市、府中市の順で多いことが特徴である。 

利用交通手段について、市内居住者の市内通勤・通学においては、自転車が 4割程度と突出して高

い。市外へ、または市外からの通勤・通学については、鉄道・電車の利用割合が高いが、乗合バスも

3割程度利用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三鷹市民の最も利用の多い駅は、三

鷹駅 18,645 人/日、つづいて吉祥寺駅

（武蔵野市）7,229人/日であり、武蔵

境駅、仙川駅、つつじヶ丘駅など市外

に立地する駅も多くの三鷹市民が利用

している実態がみられる。 

三鷹市民の周辺駅へのアクセス手段

を見ると、三鷹駅は徒歩が最も多く、

次にバス、自転車の利用が続く。三鷹

駅の次に利用の多い吉祥寺駅は、徒歩

とバス利用者が多い。 
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【巻末５】 調査結果からみた市民の公共交通の利用実態・ニーズ 

（１）調査の実施概要 

①アンケート調査 

広く市民を対象として、生活行動と、路線バス、コミバス、タクシー、ハンディキャブ等への要望、

市内での歩行や自転車利用状況に対する意識など、三鷹市の公共交通の将来像を検討するうえで必要

となる項目に関する市民ニーズ調査を、下表の通り実施した。 

調査回収率は 54％と非常に高く、三鷹市民の公共交通に関する関心の高さが示された。 
 

表 アンケート調査の実施内容 

実施期間 2010 年 9 月下旬～10 月下旬 

対象者 三鷹市民（15 歳～85 歳）、市民の中から、3,000 人を無作為抽出 

実施方法 郵送配布・郵送回収方式、回答者による自記式 

主な調査内容  
外出・利用交通手段の状況、現況のバス等の評価 

今後に向けた意見 等 

回収数 1,631 票（回収率：約 54％） 

 

②ヒアリング調査の実施 

アンケート調査では把握できない公共交通等に対するニーズや要望を把握するため、ヒアリング調

査を、下表の通り実施した。ヒアリング調査対象としては、高齢者、子育て世代、障がい者団体とし

た。 
 

高齢者に対するヒアリング（福祉会館にて） 

実施日 2010 年 9 月 30 日（木）15:30～ 

対象者 高齢者 

実施方法 個別インタビュー形式（16 名から意見をうかがった） 

 

子ども家庭支援センターすくすくひろばに対するヒアリング 

実施日 2010 年 10 月 5 日（火）13:30～ 

対象者 子育て主婦 

実施方法 個別インタビュー形式（17 名から意見をうかがった） 

 

アクティビティーセンター はばたけに対するヒアリング 

実施日 2010 年 10 月 6 日（水）10:30～ 

対象者 知的障がい者、ヘルパー 

実施方法 
グループインタビュー形式 

（障がい者 2 名、ヘルパー5 名から意見をうかがった） 

 

みたか街かど自立センターに対するヒアリング 

実施日 2010 年 10 月 7 日（木）14:00～ 

対象者 心身障がい者 

実施方法 グループインタビュー形式（9 名から意見をうかがった） 
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（２）調査の結果 

アンケート、ヒアリング調査から把握できた市民の移動実態、公共交通に対するニーズを以下にま

とめる。 

 

①アンケート調査 

〔回答者の状況〕 

● 市民３,０００人に配布し、１,６３１人（約５４％）から回答を得た。 

● 各年代、各地区からの回答が得られた。なお、男女比は、男性 40％、女性 60％であった。 

 

〔移動・外出の実態〕 

● 外出目的で最も多いのは「通勤」。次いで「買い物」が多い。 

● 外出先は、市内が約４３％を占めるが、市外も多く、具体的には武蔵野市、新宿区、千代田区が多い。 

 

〔外出時の交通手段〕 

● 市内の外出時の交通手段は、「自転車」が最も多く、次いで、「徒歩」、「路線バス」の順で多い。 

● 市外の外出時の交通手段は、「鉄道」が最も多く、次いで、「路線バス」、「自転車」、「徒歩」の順で多い。 

● 一方、「自家用車」の割合は市内の場合約 24％、市外の場合約 15％と低い。 

● 鉄道・バス・タクシーの利用頻度は、「週 5日以上」が最も多く、約 34％である。これに「週 3～４日」「週１～

２日」を加えると週１回以上、鉄道・バス・タクシーを利用する人は約６６％となる。 

● 以上より、日常生活で、クルマ以外の交通手段が中心になっていると見受けられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔主な外出の時間帯〕 

● 行きの時間帯は、７時～１０時台に集中している。 

● 帰りのピークは、行きほど顕著ではなく、１１時台頃から１９時台頃まで徐々に増加し、その後減少に転じる。 

 

〔路線バス・コミュニティバスの利用実態〕 

● 「路線バスのみ利用」する人が半数を占める。これに「コミュニ

ティバスのみ利用」、「路線バスとコミュニティバスの両方を利

用」、「利用する（路線バス or コミュニティバス不明）」を含めた

バス利用者は約６５％を占める。 

● 一方、「利用しない」という人も約 35％である。 

● 地域別で路線バスやコミュニティバスの利用状況が異なる。 

● バスでは、「ICカード」を利用する人が約 64％を占める。また、

「乗り継ぎ利用」する人は約７％と少ない。 
N=1631

５．利用しない
34.8%

４．利用する（路
線orコミバス不

明）
1.3%

１．路線バスの
み利用
48.9%

３．路線バスと
コミュニティバス
の両方を利用

13.8%

２．コミュニティ
バスのみ利用

1.3%

バス利用

計 65.2％ 

図 路線バスやコミュニティバスの利用実態 

図 外出時の交通手段 

全体 

1631 人 
市内 

697 人 

市外 

910 人 

44.2%

5.8%

46.2%

41.8%

47.9%

2.7%

6.9%

18.6%

0.4%

0.9%

0.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

１．路線バス

２．コミュニティバス

３．鉄道

４．徒歩

５．自転車

６．バイク

７．タクシー

８．自家用車

９．ハンディキャブ等

10．その他

無回答

複数回答、N=1631

43.3%

7.6%

19.2%

44.3%

58.2%

2.2%

8.6%

23.5%

0.4%

1.3%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

１．路線バス

２．コミュニティバス

３．鉄道

４．徒歩

５．自転車

６．バイク

７．タクシー

８．自家用車

９．ハンディキャブ等

10．その他

無回答

複数回答、N=697

45.3%

4.5%

67.4%40.2%

40.5%

3.2%

5.6%

14.8%

0.3%

0.5%

0.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

１．路線バス

２．コミュニティバス

３．鉄道

４．徒歩

５．自転車

６．バイク

７．タクシー

８．自家用車

９．ハンディキャブ等

10．その他

無回答

複数回答、N=910



 

 資－16 

〔市が運行するコミュニティバスの認知、利用状況〕 

● 市運行のコミュニティバスの認知度は、７９％と極めて高い。ただし、知らないという人も 1割存在する。 

● 地区別で見ると、北野地区、野崎地区においてコミュニティバスの認知度が比較的高い。 

● 最もよく利用するコミュニティバスのルートについては、「特にない」との回答が７２％を占める。それを除く

と、三鷹台ルート、北野ルート、三鷹の森ジブリ美術館循環ルートの順で多い。 
 

〔路線バス・コミュニティバスに対する評価〕 

● 路線バス・コミュニティバスについて、各要素に対する評価が得られた。 

● 「車両の乗降」、「車両の行き先表示」、「バス停の表示板」は、評価されている。「バスロケーションシステ

ム」については必要とする意見が大半。 

● 運賃は概ね妥当（路線バス、コミュニティバスとも）、一方、時間に遅れる（特に路線バス）、運行本数が少

ない（特にコミュニティバス）との意見が多く、今後検討の余地がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〔市が運行するコミュニティバスについて〕 

● 運行時間について、「現状でよい」が７８％を占めるが、その他の２２％は改善を望んでいる。 
 

〔ワンボックス車両の導入について〕 

● ワンボックス車両導入による、細街路などの運行の必要性について、「必要」との意見が２９％で最も多い

ものの、「必要と思わない」「分からない」との意見も、各々同程度得られた。 

● 地区別に見ると、北野、中原、井の頭、大沢において「ワンボックス車両の導入」の回答が比較的多い。 
 

〔タクシー等の利用について〕 

● タクシーを普段、「利用する」という人は３３％、そのうち、1回前後の利用者が半数以上を占める。 
 

〔タクシーに対する要望、乗合タクシーの必要性について〕 

● タクシーに対する要望として、「運賃を安くしてほしい」が

特に多く、約４９％を占める。その他、「近距離でも嫌がら

ないでほしい」が多い。 

● 乗合タクシーが「必要だと思う」との意見が約半数を占め

る。 
 

〔日頃の歩行や自転車利用について〕 

● 歩きにくさを感じることが「よくある」が約 41％、「時々ある」

が４２％であり、これらを合計すると約８２％が、歩きにくさ

を感じていることになる。 

● 歩きにくい理由として、「歩道の幅」が約 73％を占める。 

図 バス停の接近表示（バスロケ）の必要性 

40.2%46.6%

１．必要

5.1%

２．不要

8.1%

３．分からない 未回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡　例

バス接近表示 N=1064

図 運行本数の評価 

56.6% 31.5%

4.2%

12.0%

１．多い

5.7%

0.0%

２．少ない

34.9%

３．現状でちょうど良い

55.2%

未回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡　例

路線バス

コミュニティバス

N=1043

N=267

図 タクシーに対する要望 

複数回答、N=1631

48.9%

22.3%

2.8%

5.0%

21.3%

3.4%

15.0%

6.3%

16.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

１．運賃を安くしてほしい

２．近距離でも嫌がらないで欲しい　

３．タクシーを呼ぶ方法を教えてほしい

４．24時間必要な時に来てほしい

５．ﾜﾝﾎﾞｯｸｽ型タクシーをふやしてほし
い

６．福祉券の利用方法を拡大してほし
い

７．特にない

８．その他

無回答
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〔バス停に関する自由意見〕  

● 「屋根」に関する意見が最も多い。次いで、「バスの運行・路線」、「バス停位置・歩道」に関する意見

が多くなっている。 
 

〔自転車利用に関する自由意見〕 

● 「駐輪場」に関する意見が最も多い。次いで、「ルール・マナー」、「自転車専用道路」に関する意見

が多くなっている。 
 

〔交通ルール・マナーに関する自由意見〕 

● 「自転車」に関する意見が最も多い。次いで、「歩道・設備等」、「バス」に関する意見が多くなってい

る。 

 

 

②ヒアリング調査   ※意見の一部紹介 

〔高齢者の移動・外出の状況 （福祉会館でのヒアリング結果より）〕  

● コミュニティバスのサービス向上に税金を多くかけなくて良い。 

● 運転手のマナー向上が必要である。 

● バス利用における福祉制度の周知が必要である。 

● コミュニティサイクルが高齢者に有効ではないか。 

 

〔子育て主婦の移動・外出の状況 （子ども家庭支援センターすくすくひろばでのヒアリング結果より）〕 

● 子育て主婦の多くが、自転車での移動している。 

● ベビーカーの移動しやすいバス車両や行き先（子育て施設）の設定、道路環境の整備が必要であ

る。 

● コミュニティバスは必要最低限のサービスで良い。 

 

〔障がい者の移動・外出の状況① （アクティビティーセンター はばたけ でのヒアリング結果より）〕 

● バスの運転手が障がい者の乗客に対して不親切。運転手の接遇対応の向上をして欲しい。 

● 道路環境の整備よりもソフト対策（バスサービス向上等）をして欲しい。 

 

〔障がい者の移動・外出の状況② （みたか街かど自立センターでのヒアリング結果より）〕 

● バスの運転手が障がい者の乗客に対して不親切である。運転手のマナー向上をお願いしたい。 

● ハンディキャブのもっと多く利用できると良い。 
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